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 地域手当に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月30日 

香川県人事委員会委員長  柳  瀬  治  夫 

香川県人事委員会規則第19号 

   地域手当に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則 

 地域手当に関する規則の一部を改正する規則（令和７年香川県人事委員会規則第18号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

   附 則    附 則 

  

３ 略 ３ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和６年香川県条例

第37号。次条において「改正条例」という。）附則第８項の人事委員会規

則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同項の人事委員

会規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定め

る割合とする。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 10パーセント級地 1 0 0分の10 (３) 11パーセント級地 1 0 0分の11 

(４) ８パーセント級地 1 0 0分の８ (４) ９パーセント級地 1 0 0分の９ 

(５) ４パーセント級地 1 0 0分の４ (５) ３パーセント級地 1 0 0分の３ 

(６) １パーセント級地 1 0 0分の１ (６) ２パーセント級地 1 0 0分の２ 

  

附則別表 附則別表 

 支 給 地 域 級  地   支 給 地 域 級  地  

 略    略   

 石川県金沢市 ４パーセント級地   石川県金沢市 ３パーセント級地  

 略    略   

 兵庫県神戸市 10パーセント級地   兵庫県神戸市 11パーセント級地  

 岡山県岡山市 ４パーセント級地   岡山県岡山市 ３パーセント級地  

 広島県広島市 ８パーセント級地   広島県広島市 ９パーセント級地  

 徳島県徳島市 １パーセント級地   徳島県徳島市 ２パーセント級地  

 福岡県福岡市 ８パーセント級地   福岡県福岡市 ９パーセント級地  

備考 略 備考 略 
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   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


